
�愛媛県規則第４５号
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則を次のよ

うに定める。

平成１６年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則

（趣旨）

第１条 この規則は、使用済自動車の再資源化等に関する法

律施行令（平成１４年政令第３８９号）及び使用済自動車の再

資源化等に関する法律施行規則（平成１４年経済産業省・環

境省令第７号。以下「省令」という。）に定めるもののほ

か、使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成１４年法

律第８７号。以下「法」という。）の施行に関し必要な事項

を定めるものとする。

（引取業等の廃業等の届出）

第２条 法第４８条第１項（法第５９条において準用する場合を

含む。）の規定による届出は、引取業（フロン類回収業）

廃業等届出書（様式第１号）によらなければならない。

（解体業等の廃業等の届出）

第３条 法第６４条（法第７２条において準用する場合を含む。

）の規定による届出は、解体業（破砕業）廃業等届出書（

様式第２号）に解体業許可証又は破砕業許可証（以下「許

可証」という。）を添付してしなければならない。

（許可証の再交付及び返納）

第４条 法第６０条第１項又は第６７条第１項の許可を受けた者

は、許可証を破り、汚し、又は失った場合は、解体業（破

砕業）許可証再交付申請書（様式第３号）に、破り、又は

汚したときはその許可証を添付して知事に提出し、許可証

の再交付を受けることができる。

２ 前項の規定により許可証の再交付を受けた者は、当該許

可証の再交付を受けた後に失った許可証を発見したときは

、直ちに知事にその許可証を返納しなければならない。

（引取業者登録簿及びフロン類回収業者登録簿の閲覧）

第５条 法第４７条（法第５９条において準用する場合を含む。

）の規定により引取業者登録簿及びフロン類回収業者登録

簿（以下「登録簿」という。）を閲覧に供するため、別表

に掲げる場所に引取業者・フロン類回収業者登録簿閲覧所

（以下「閲覧所」という。）を置く。

２ 閲覧所の休業日は、愛媛県の休日を定める条例（平成元

年愛媛県条例第３号）に規定する県の休日とする。

３ 閲覧所における閲覧時間は、県の執務時間とする。

４ 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてあ

る引取業者（フロン類回収業者）登録簿閲覧申込書（様式

第４号）に必要な事項を記入し、知事の承認を受けなけれ

ばならない。

５ 前項の規定により閲覧の承認を受けた者（以下「閲覧者

」という。）は、次に掲げる事項を遵守しなければならな

い。

� 登録簿は、所定の場所で閲覧し、外へ持ち出さないこ
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と。

� 登録簿を亡失し、損傷し、若しくは汚損し、又はこれ

に加筆しないこと。

� 他の閲覧者に迷惑を及ぼさないこと。

� 登録簿の閲覧を終わったときは、確実に係員に返還す

ること。

� その他係員の指示に従うこと。

６ 知事は、閲覧者が前項の規定に違反した場合又はそのお

それがある場合には、その閲覧を禁止することがある。

７ 登録簿の閲覧は、無料とする。

（書類の提出方法）

第６条 法、省令及びこの規則の規定により知事に提出する

書類は、所轄の保健所長を経由しなければならない。

２ 法、省令及びこの規則の規定により知事に提出する書類

の部数は、西条中央保健所長、今治中央保健所長、松山中

央保健所長、八幡浜中央保健所又は宇和島中央保健所長に

提出する場合にあっては正本１部、四国中央保健所長、新

居浜保健所長又は大洲保健所長に提出する場合にあっては

正本１部及びその写し１部とする。

附 則

この規則は、平成１６年７月１日から施行する。ただし、第

２条、第５条、別表、様式第１号及び様式第４号の規定は、

平成１７年１月１日から施行する。

別表（第５条関係）

１ 四国中央市三島宮川四丁目６番５３号

愛媛県四国中央保健所内

２ 新居浜市本郷三丁目１番５号

愛媛県新居浜保健所内

３ 西条市喜多川７９６番地１

愛媛県西条中央保健所内

４ 今治市旭町一丁目４番地９

愛媛県今治中央保健所内

５ 松山市北持田町１３２番地

愛媛県松山中央保健所内

６ 大洲市田口甲４２５番地１

愛媛県大洲保健所内

７ 八幡浜市北浜一丁目３番３７号

愛媛県八幡浜中央保健所内

８ 宇和島市天神町７番１号

愛媛県宇和島中央保健所内

愛 媛 県 報平成１６年６月２９日 第１５７０号

７１０



様式第１号（第２条関係）引取業（フロン類回収業）廃業等届出書

引取業（フロン類回収業）廃業等届出書

年 月 日

愛媛県知事 殿

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）
届出者 氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）�

電話番号

引取業者（フロ

ン類回収業者）

の名称又は氏名

ふりがな

登録番号 登録年月日 年 月 日

廃業等年月日 年 月 日

廃業等の理由

□ 使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成１４年法律
第８７条。以下「法」という。）第４８条第１項第１号該当
□ 法第４８条第１項第２号該当
□ 法第４８条第１項第３号該当
□ 法第４８条第１項第４号該当
□ 法第４８条第１項第５号該当

備考１ 廃業等の日から３０日以内に提出すること。
２ 次の者が提出すること。
� 死亡した場合 その相続人
� 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であっ
た者
� 法人が破産により解散した場合 その破産管財人
� 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 その清算人
� その登録に係る引取業（フロン類回収業）を廃止した場合 引取
業者（フロン類回収業者）であった個人又は引取業者（フロン類回
収業者）であった法人を代表する役員

注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。
２ 不要の文字は、抹消すること。
３ 届出者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名することができる。
４ □のある欄は、該当する□の中にレ印を記入すること。

愛 媛 県 報平成１６年６月２９日 第１５７０号

７１１



様式第２号（第３条関係）解体業（破砕業）廃業等届出書

解体業（破砕業）廃業等届出書

年 月 日

愛媛県知事 殿

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）
届出者 氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）�

電話番号

解体業者（破砕

業者）の名称又

は氏名

ふりがな

登録番号 登録年月日 年 月 日

廃業等年月日 年 月 日

廃業等の理由

□ 使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成１４年法律
第８７条。以下「法」という。）第６４条第１号該当
□ 法第６４条第２号該当
□ 法第６４条第３号該当
□ 法第６４条第４号該当
□ 法第６４条第５号該当

備考１ 廃業等の日から３０日以内に提出すること。
２ 次の者が提出すること。
� 死亡した場合 その相続人
� 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であっ
た者
� 法人が破産により解散した場合 その破産管財人
� 法人が合併又は破産以外の理由により解散した場合 その清算人
� その許可に係る解体業（破砕業）を廃止した場合 解体業者（破
砕業者）であった個人又は解体業者（破砕業者）であった法人を代
表する役員

注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。
２ 不要の文字は、抹消すること。
３ 届出者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名することができる。
４ □のある欄は、該当する□の中にレ印を記入すること。
５ 解体業許可証又は破砕業許可証を添付すること。

愛 媛 県 報平成１６年６月２９日 第１５７０号

７１２



様式第３号（第４条関係）解体業（破砕業）許可証再交付申請書

解体業（破砕業）許可証再交付申請書

年 月 日

愛媛県知事 殿

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）
申請者 氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）�

電話番号
再交付の申請をする
許 可 証 の 種 類

□ 解体業許可証
□ 破砕業許可証

許 可 番 号

許 可 年 月 日

再交付申請の事由

備 考

※整理番号

※受理年月日

注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ 不要の文字は、抹消すること。
３ 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名することができる。
４ □のある欄は、該当する□の中にレ印を記入すること。
５ ※印のある欄には、記入しないこと。
６ 破り、又は汚した場合にあっては、解体業許可証又は破砕業許可証を添付
すること。

愛 媛 県 報平成１６年６月２９日 第１５７０号

７１３



様式第４号（第５条関係） 引取業者（フロン類回収業者）登録簿閲覧申込書

引取業者（フロン類回収業者）登録簿閲覧申込書

年 月 日

愛媛県知事 殿

住所
申込者 氏名

電話番号

引取業者（フロン類回収

業者）の名称又は氏名

愛 媛 県 報平成１６年６月２９日 第１５７０号

７１４



告 示
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�愛媛県告示第１３９８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成１６年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３９９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成１６年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０３９５３ 有限会社やわらぎ 愛媛県松山市福音寺町
２２８－２５

痴呆対応型共同
生活介護

グループホームぷうさ
んのおうち

愛媛県松山市松前町一
丁目２－８ 平成１６年５月１日

３８７０１０３９６１ 有限会社やわらぎ 愛媛県松山市福音寺町
２２８－２５

痴呆対応型共同
生活介護

グループホームやわら
ぎ

愛媛県松山市枝松六丁
目７－１２ 平成１６年５月１日

３８７０１０３９７９ 有限会社やわらぎ 愛媛県松山市福音寺町
２２８－２５ 通所介護 デイサービスセンター

モモ
愛媛県松山市松前町一
丁目２－８ 平成１６年５月１日

３８７０１０４０３５ 医療法人天真会 愛媛県松山市南高井町
３３３番地 通所介護 デイホームひがしの 愛媛県松山市東野五丁

目甲９３０－３４ 平成１６年５月１１日

３８７０１０４０４３ 有限会社ヘルパーステ
ーションひめ

愛媛県松山市勝岡町１０
９８番地２ 訪問介護 有限会社ヘルパーステ

ーションひめ
愛媛県松山市勝岡町１０
９８番地２ 平成１６年５月１１日

３８７０６００５３７ 三菱電機ライフサービ
ス株式会社

東京都千代田区丸の内
二丁目２番３号 福祉用具貸与 三菱電機ライフサービ

ス株式会社西条支店
愛媛県西条市ひうち８
番地６ 平成１６年５月１２日

３８７０１０４０５０ 有限会社山�介護セン
ター

愛媛県松山市富久町９５
番地５

痴呆対応型共同
生活介護

グループホームとみひ
さ

愛媛県松山市富久町９５
番地５ 平成１６年５月１３日

３８７０１０４０６８ 有限会社瀬戸内メディ
カル

愛媛県松山市堀江町甲
８４４番地６

痴呆対応型共同
生活介護 アトラス奥道後 愛媛県松山市末町乙４１

番３ 平成１６年５月１７日

３８７０１０４０７６ 有限会社サンアルテ 愛媛県松山市築山町８
番３号 通所介護 デイサービスよかよか

倶楽部
愛媛県松山市築山町８
番３号 平成１６年５月２１日

３８７０１０４０８４ 医療法人河原医院 愛媛県松山市高岡町６３
０番地３ 訪問介護 指定訪問介護事業所ハ

ピネス椿
愛媛県松山市今在家町
三丁目９－２９ 平成１６年５月２１日

３８７０７００３４５ 社会福祉法人三善会 愛媛県大洲市春賀甲１６
８８番地

痴呆対応型共同
生活介護 グループホームはるか 愛媛県大洲市春賀甲１６

６６番地１ 平成１６年５月２１日

３８７３６００３４４ 森本建設株式会社 愛媛県喜多郡内子町内
子５７５番地 通所介護 デイサービスセンター

ゆうなぎ
愛媛県喜多郡内子町城
廻６１３番地１ 平成１６年５月２１日

３８７３６００３５１ 森本建設株式会社 愛媛県喜多郡内子町内
子５７５番地

痴呆対応型共同
生活介護

グループホームゆうな
ぎ

愛媛県喜多郡内子町城
廻６１３番地１ 平成１６年５月２１日

３８７０６００５４５ 生活協同組合アイコー
プ

愛媛県新居浜市久保田
町二丁目４番２８号 訪問介護 アイコープ訪問介護サ

ービス事業所西条
愛媛県西条市神拝甲４５
４－２ 平成１６年５月２１日

３８７０１０４０２７ 特定非営利活動法人愛
と心えひめ

愛媛県松山市末町甲９
番地１ 通所介護 通所介護事業所愛と心

えひめ
愛媛県松山市末町甲９
番地１ 平成１６年５月２４日

３８７０１０４０９２ 株式会社ハートウェル 京都府京都市中京区壬
生坊城町１２番１３ 福祉用具貸与 株式会社ハートウェル

松山店
愛媛県松山市大可賀１
－３－６ 平成１６年５月２４日

３８７０３００５８３ 有限会社ライズ 愛媛県宇和島市佐伯町
一丁目１－１３ 訪問入浴介護 訪問入浴サービスここ

ろ
愛媛県宇和島市佐伯町
一丁目１－１３ 平成１６年５月２４日

３８７１３００１２９ うま農業協同組合 愛媛県四国中央市三島
金子２－４－２３ 通所介護

ＪＡうまデイサービス
センターあったか荘土
居

愛媛県四国中央市土居
町土居８８５番地の１ 平成１６年５月２６日

３８７０１０４１００ 有限会社ジー・エル・
ファミール

愛媛県松山市桑原七丁
目１番３６号

痴呆対応型共同
生活介護

グループホームファミ
ール立花

愛媛県松山市立花一丁
目１番２３号 平成１６年５月３１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０４０１９ 特定非営利活動法人愛
と心えひめ

愛媛県松山市末町甲９
番地１ 居宅介護支援 居宅介護支援事業所愛

と心えひめ
愛媛県松山市末町甲９
番地１ 平成１６年５月６日

愛 媛 県 報平成１６年６月２９日 第１５７０号

７１５
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�愛媛県告示第１４００号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１６年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４０１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１６年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４０２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事

業を廃止した旨の届出があった。

平成１６年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

３８７０２００８５８ 医療法人かとう内科 愛媛県今治市立花町一
丁目１０番５号 居宅介護支援 指定居宅介護支援事業

所ゆうゆう
愛媛県今治市立花町一
丁目１０番５号 平成１６年５月２１日

３８７０２００８６６ 有限会社山茶花 愛媛県今治市阿方甲４２
４番地１ 居宅介護支援 指定居宅介護支援事業

所さざんか
愛媛県今治市阿方甲４２
４番地１ 平成１６年５月２１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８７０１０２７４０ 有限会社クオラ 愛媛県松山市高岡町７４
７－２ 訪問介護 オリオンケアサービ

ス
愛媛県松山市谷町
甲２４４番地５

愛媛県松山市高岡
町７４７－２

平成１６年
４月８日

３８７３９００４２１ 吉田興産有限会社 愛媛県北宇和郡広見町
大字内深田１０６７番地２ 訪問介護 介護福祉サービスさ

くら
愛媛県北宇和郡広
見町永野市６３８番
地３

愛媛県北宇和郡広
見町内深田１０６７番
地２

平成１６年
５月１日

３８７３９００４２１ 吉田興産有限会社 愛媛県北宇和郡広見町
大字内深田１０６７番地２

福祉用具
貸与

介護福祉サービスさ
くら

愛媛県北宇和郡広
見町永野市６３８番
地３

愛媛県北宇和郡広
見町内深田１０６７番
地２

平成１６年
５月１日

３８６０６９１０１７ 有限会社キャンパス 愛媛県西条市氷見丙１２
６０番地２ 訪問看護 訪問看護ステーショ

ンおれんじ
愛媛県西条市氷見
丙１２６０番地２

愛媛県西条市神拝
甲６１８番地１

平成１６年
５月２６日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８７０１０２８８０ 有限会社クオラ 愛媛県松山市高岡町７４
７－２

居宅介護
支援

居宅介護支援事業所
オリオンケアサービ
ス

愛媛県松山市谷町
甲２４４番地５

愛媛県松山市高岡
町７４７－２

平成１６年
４月８日

３８７０１０３８４７ 有限会社サンアルテ 愛媛県松山市築山町８
番３号

居宅介護
支援

居宅介護支援事業所
よかよか倶楽部

愛媛県松山市柳井
町一丁目１０番７号

愛媛県松山市築山
町８－３

平成１６年
５月１日

３８７０１０３８８８ えひめ中央農業協同組
合

愛媛県松山市千舟町八
丁目１２８番地１

居宅介護
支援

ＪＡえひめ中央居宅
介護支援事業所

愛媛県松山市吉藤
四丁目７－２６

愛媛県松山市千舟
町８－１２８－１

平成１６年
５月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
廃止に係る指定居宅サービス事業所

届出年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０２２８６
特定非営利活動法人エ
ヌピーオー痴呆症高齢
者を支える会

愛媛県松山市松前町一
丁目２番地８

痴呆対応型共同
生活介護

グループホームぷうさ
んのおうち

愛媛県松山市松前町一
丁目２番地８ 平成１６年４月３０日

３８７０１０２３０２
特定非営利活動法人エ
ヌピーオー痴呆症高齢
者を支える会

愛媛県松山市松前町一
丁目２番地８ 通所介護 デイサービスセンター

モモ
愛媛県松山市松前町一
丁目２番地８ 平成１６年４月３０日

３８７０１０３１４４
特定非営利活動法人エ
ヌピーオー痴呆症高齢
者を支える会

愛媛県松山市松前町一
丁目２番地８

痴呆対応型共同
生活介護

グループホームやわら
ぎ

愛媛県松山市枝松六丁
目７番１２号 平成１６年４月３０日

３８７０１００５６１ 社会福祉法人平成会 愛媛県松山市溝辺町乙
５３９－１ 訪問入浴介護 訪問入浴サービス道後 愛媛県松山市溝辺町５３

９－１ 平成１６年５月１日

愛 媛 県 報平成１６年６月２９日 第１５７０号

７１６
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�愛媛県告示第１４０４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、川之江市妻鳥地区土地改良区（新名称・四国中央市

妻鳥地区土地改良区）の定款の変更を認可した。

平成１６年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４０５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、北条市畑地帯総合土地改良区の定款の変更を認可し

た。

平成１６年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４０６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、北条市土地改良区の定款の変更を認可した。

平成１６年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４０７号
今治市土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維

持管理）の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良

法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する

同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧

に供する。

平成１６年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 今治市土地改良区土地改良事業（維持管理）計画書の

写し

� 今治市土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１６年６月３０日から７月２８日まで

３ 縦覧場所

今治市役所

�������
�愛媛県告示第１４０８号
今治市桜井地区土地改良区から認可申請のあった土地改良

事業（維持管理）の計画の変更は、適当と認められるので、

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において

準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書

類を縦覧に供する。

平成１６年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 今治市桜井地区土地改良区土地改良事業（維持管理）

計画書の写し

� 今治市桜井地区土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１６年６月３０日から７月２８日まで

３ 縦覧場所

今治市役所

�������
�愛媛県告示第１４０９号
今治市乃万地区土地改良区から認可申請のあった土地改良

事業（維持管理）の計画の変更は、適当と認められるので、

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において

準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書

類を縦覧に供する。

平成１６年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 今治市乃万地区土地改良区土地改良事業（維持管理）

計画書の写し

� 今治市乃万地区土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１６年６月３０日から７月２８日まで

３ 縦覧場所

今治市役所

�������
�愛媛県告示第１４１０号
今治市波止浜地区土地改良区から認可申請のあった土地改

良事業（維持管理）の計画の変更は、適当と認められるので

、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項におい

て準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係

書類を縦覧に供する。

平成１６年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 今治市波止浜地区土地改良区土地改良事業（維持管理

）計画書の写し

� 今治市波止浜地区土地改良区定款の写し

�愛媛県告示第１４０３号
貸金業の規制等に関する法律（昭和５８年法律第３２号）第３７条第１項第１号の規定に基づき、次のとおり貸金業者の登録を取

り消した。

平成１６年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

商号又は名称 氏 名 主たる営業所の所在地 登 録 番 号 登 録 年 月 日 取 消 年 月 日

ジョイ企画 嶋崎 貴博 松山市緑町二丁目２番地８ 愛媛県知事（１）第０２０２２号 平成１４年１月８日 平成１６年６月２１日

愛 媛 県 報平成１６年６月２９日 第１５７０号

７１７
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２ 縦覧期間

平成１６年６月３０日から７月２８日まで

３ 縦覧場所

今治市役所

�������
�愛媛県告示第１４１１号
今治市清水地区土地改良区から認可申請のあった土地改良

事業（維持管理）の計画の変更は、適当と認められるので、

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において

準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書

類を縦覧に供する。

平成１６年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 今治市清水地区土地改良区土地改良事業（維持管理）

計画書の写し

� 今治市清水地区土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１６年６月３０日から７月２８日まで

３ 縦覧場所

今治市役所

�������
�愛媛県告示第１４１２号
今治市日高地区土地改良区から認可申請のあった土地改良

事業（維持管理）の計画の変更は、適当と認められるので、

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において

準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書

類を縦覧に供する。

平成１６年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 今治市日高地区土地改良区土地改良事業（維持管理）

計画書の写し

� 今治市日高地区土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１６年６月３０日から７月２８日まで

３ 縦覧場所

今治市役所

�������
�愛媛県告示第１４１４号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、八幡浜市役所に

おいて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧する

ことができる。

平成１６年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸 守行

松山市北持田町１２２番地

２ 埋立区域

� 位置

八幡浜市真網代乙６９番２から同乙７３番に至る地先公有

水面

� 区域

次の１点から１８点までを順次直線で結んだ線並びに１８

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋

２．３４メートル）の公有水面と陸との境界線により囲まれ

た区域

基点（伊予小島灯台）は、北緯３３度２２分３７秒、東経１

３２度２２分０６秒の地点

１点は、基点から真北２２度４３分０６秒４７９４．３７６メートル

の地点

２点は、１点から真北１８２度５１分４８秒１１．８５１メートル

の地点

３点は、２点から真北２７５度１２分１１秒１２．７７０メートル

の地点

４点は、３点から真北２８４度３９分１１秒９．１９１メートル

の地点

５点は、４点から真北２９１度５８分４３秒９．１８９メートル

の地点

６点は、５点から真北３００度０２分０６秒１１．０４６メートル

の地点

７点は、６点から真北３０８度５１分３３秒１１．０４５メートル

の地点

８点は、７点から真北３１６度２２分５２秒７．９５１メートル

の地点

�愛媛県告示第１４１３号
家畜改良増殖法（昭和２５年法律第２０９号）第１８条及び第３２条の規定により、家畜人工授精師の免許証を次のとおり交付した

。

平成１６年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

免 許
番 号

免 許
年 月 日

家 畜
の

種 類
免 許
資 格 本 籍 地 現 住 所 氏 名

生 年 月 日

第１７８７号 平成１６年６月２９日 牛
豚

家畜人工授精
の業務 愛 媛 県 南宇和郡一本松町広見７２４番地 池 田 一 成

昭和５６年１２月９日

愛 媛 県 報平成１６年６月２９日 第１５７０号

７１８
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９点は、８点から真北３２５度１５分４７秒１３．８５９メートル

の地点

１０点は、９点から真北３３２度１８分５１秒１７．４４６メートル

の地点

１１点は、１０点から真北２９２度３８分２０秒３．４８１メートル

の地点

１２点は、１１点から真北３３０度２１分４９秒１９．２４０メートル

の地点

１３点は、１２点から真北３１２度３０分１９秒７．３４２メートル

の地点

１４点は、１３点から真北３０４度３７分２９秒９．９１４メートル

の地点

１５点は、１４点から真北２９０度４８分４２秒１６．２５７メートル

の地点

１６点は、１５点から真北２８２度１７分２４秒６．９２５メートル

の地点

１７点は、１６点から真北２８２度１７分１１秒６．２２７メートル

の地点

１８点は、１７点から真北２２度３９分４４秒１．６６９メートルの

地点

� 面積

１，１８８．４１平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１１年７月２１日 愛媛県指令港第１０５号

４ しゅん功認可年月日

平成１６年６月２９日

�愛媛県告示第１４１５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局丹原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４１６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局丹原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４１７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 孫兵衛作壬生川線
東予市楠甲６８１番４から

同市楠甲６８２番３まで

旧 １１．０～２１．２ ０．０３２

新 ９．８～１７．２ ０．０３２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 孫兵衛作壬生川線
東予市楠甲６８１番４から

同市楠甲６８２番３まで
平成１６年６月２９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 湯山高縄北条線
北条市横谷字アシタニ乙２７３番４から

同字乙２７３番３まで

旧 ４．８～１１．０ ０．０７０

新 ９．４～１９．０ ０．０７０

〃 〃
北条市横谷字林之元乙２８７番４から

同字足谷乙２７４番１１まで

旧 ５．０～９．０ ０．２１５

新 ９．０～１７．４ ０．２１５

愛 媛 県 報平成１６年６月２９日 第１５７０号

７１９
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�愛媛県告示第１４２２号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１６年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

喜多郡内子町内子１７４９番３、１７５０番３、１７７４番５、１７７４

�愛媛県告示第１４１８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４１９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４２０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４２１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 湯山高縄北条線
北条市横谷字アシタニ乙２７３番４から

同字乙２７３番３まで
平成１６年６月２９日

〃 〃
北条市横谷字林之元乙２８６番５から

同字足谷乙２７４番１１まで
〃

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 １９７号
西宇和郡保内町喜木１番耕地７３番６から

同町喜木１番耕地６８番６まで
平成１６年６月２９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宿毛津島線
北宇和郡津島町高田甲２１３４番２から

同町高田甲７９３番１まで

旧 １６．０～３４．６ ０．１２５

新 １６．０～３４．６
１０．０～３９．２

０．１２５
０．１３０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宿毛津島線
北宇和郡津島町高田甲２１３４番２から

同町高田甲７９２番２まで
平成１６年６月２９日

愛 媛 県 報平成１６年６月２９日 第１５７０号

７２０



訓 令

番６、１７７４番７及び１７７４番８並びに１７５０番３地先里道及び

１７７４番５地先水路

２ 申請人の住所氏名

喜多郡内子町内子２４６０番地

株式会社西渕工務店

代表取締役 西渕 菊寿

３ 図面省略

�愛媛県訓令第１０号
庁 中 一 般

愛媛県処務細則の一部を改正する訓令を次のように定める

。

平成１６年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県処務細則の一部を改正する訓令

愛媛県処務細則（昭和２９年愛媛県訓令第５号）の一部を次

のように改正する。

第８０条第２項及び第３項を削る。

様式第２１号を次のように改める。

様式第２１号 削除

附 則

この訓令は、平成１６年７月１日から施行する。

�������
�愛媛県訓令第１１号

庁 中 一 般

地 方 局

保 健 所

保健所長に対する事務委任規程及び愛媛県庁事務決裁規程

の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成１６年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

保健所長に対する事務委任規程及び愛媛県庁事務決裁

規程の一部を改正する訓令

（保健所長に対する事務委任規程の一部改正）

第１条 保健所長に対する事務委任規程（昭和３０年愛媛県訓

令第８号）の一部を次のように改正する。

本則中「については松山中央保健所長」の下に「、第６３

号から第６４号の４２まで」を加える。

本則第６３号及び第６４号を次のように改める。

６３ 使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成１４年法

律第８７号）第１９条の規定による指導及び助言をすること

。

６４ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第２０条第１項

の規定により、必要な行為をすべき旨の勧告をすること

。

本則第６４号の次に次の４１号を加える。

６４の２ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第２０条第

２項の規定により、フロン類回収業者に対し基準を遵守

すべき旨の勧告をすること。

６４の３ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第２０条第

３項の規定により、勧告に係る措置をとるべきことを命

ずること。

６４の４ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第４２条第

１項及び第２項の規定による引取業者の登録及び登録の

更新をすること。

６４の５ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第４４条第

２項の規定による引取業者の登録の実施の通知を行うこ

と。

６４の６ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第４５条第

１項の規定により、引取業者の登録を拒否すること。

６４の７ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第４５条第

２項の規定による引取業者の登録の拒否の通知を行うこ

と。

６４の８ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第４６条第

１項の規定による引取業者の変更の届出を受理すること

。

６４の９ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第４６条第

３項において準用する同法第４４条第２項の規定による引

取業者の登録の変更の通知を行うこと。

６４の１０ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第４７条の

規定に基づく引取業者登録簿の閲覧に関すること。

６４の１１ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第４８条第

１項の規定による引取業者の廃業等の届出を受理するこ

と。

６４の１２ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第４９条の

規定により、引取業者の登録を抹消すること。

６４の１３ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第５１条の

規定により、引取業者の登録を取り消し、又は事業の停

止を命ずること。

６４の１４ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第５１条第

２項において準用する同法第４５条第２項の規定による引

取業者の登録の取消し及び事業の停止の通知を行うこと

。

６４の１５ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第５３条第

１項及び第２項の規定によるフロン類回収業者の登録及

び登録の更新をすること。

６４の１６ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第５５条第

２項の規定によるフロン類回収業者の登録の実施の通知

を行うこと。

６４の１７ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第５６条第

１項の規定により、フロン類回収業者の登録を拒否する

こと。

６４の１８ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第５６条第

２項の規定によるフロン類回収業者の登録の拒否の通知

を行うこと。

６４の１９ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第５７条第

１項の規定によるフロン類回収業者の変更の届出を受理

すること。

６４の２０ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第５７条第

３項において準用する同法第５５条第２項の規定によるフ

ロン類回収業者の登録の変更の通知を行うこと。

６４の２１ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第５８条第

１項の規定により、フロン類回収業者の登録を取り消し

、又は事業の停止を命ずること。

愛 媛 県 報平成１６年６月２９日 第１５７０号

７２１



６４の２２ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第５８条第

２項において準用する同法第５６条第２項の規定によるフ

ロン類回収業者の登録の取消し及び事業の停止の通知を

行うこと。

６４の２３ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第５９条に

おいて準用する同法第４７条の規定に基づくフロン類回収

業者登録簿の閲覧に関すること。

６４の２４ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第５９条に

おいて準用する同法第４８条第１項の規定によるフロン類

回収業者の廃業等の届出を受理すること。

６４の２５ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第５９条に

おいて準用する同法第４９条の規定により、フロン類回収

業者の登録を抹消すること。

６４の２６ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第６０条第

１項及び第２項の規定による解体業の許可及び許可の更

新をすること。

６４の２７ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第６２条第

２項の規定による解体業の不許可の処分の通知を行うこ

と。

６４の２８ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第６３条第

１項の規定による解体業の変更の届出を受理すること。

６４の２９ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第６４条の

規定による解体業の廃業等の届出を受理すること。

６４の３０ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第６７条第

１項及び第２項の規定による破砕業の許可及び許可の更

新をすること。

６４の３１ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第６９条第

２項の規定による破砕業の不許可の処分の通知を行うこ

と。

６４の３２ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第７０条第

１項の規定による破砕業の事業の範囲の変更の許可をす

ること。

６４の３３ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第７０条第

２項において準用する同法第６９条第２項の規定による破

砕業の事業の範囲の変更の不許可の処分の通知を行うこ

と。

６４の３４ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第７１条第

１項の規定による破砕業の変更の届出を受理すること。

６４の３５ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第７２条に

おいて準用する同法第６４条の規定による破砕業の廃業等

の届出を受理すること。

６４の３６ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第９０条第

１項の規定により、必要な措置を講ずべき旨の勧告をす

ること。

６４の３７ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第９０条第

３項の規定により、勧告に係る措置をとるべきことを命

ずること。

６４の３８ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第１２５条

第１項の規定による解体業及び破砕業の許可に関する県

警察本部長の意見を聴取すること。

６４の３９ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第１２７条

の規定により、関係行政機関又は関係地方公共団体に対

し、照会し、又は協力を求めること。

６４の４０ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第１３０条

第１項の規定により、関連事業者に報告をさせること。

６４の４１ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第１３０条

第２項の規定により、情報管理センターに報告をさせる

こと。

６４の４２ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第１３１条

第１項の規定により、その職員に立入検査をさせること

。

（愛媛県庁事務決裁規程の一部改正）

第２条 愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号

）の一部を次のように改正する。

別表第２環境政策課の表２３の部１の項�の次に次のよう
に加える。

� 指導及び助言（第
２３条）

○

� 勧告（第２４条第１
項、第２項）

○

� 措置命令（第２４条
第３項）

○

� 報告の徴収（第４３
条）

○

� 立入検査（第４４条
第１項）

○

別表第２環境政策課の表２３の部２の項を次のように改め

、同部３の項から８の項までを削る。

２ 第二種フロン類回収
業者に関すること。

� 登録の実施又は拒
否（使用済自動車の
再資源化等に関する
法律（平成１４年法律
第８７号）附則第１９条
の規定によりなおそ
の効力を有するもの
とされている同法に
よる改正前の特定製
品に係るフロン類の
回収及び破壊の実施
の確保等に関する法
律（以下この項にお
いて「旧法」という
。）第２９条第１項、
第３０条、第３１条）

○

� 国土交通大臣の通
知に係る者の登録の
実施又は拒否（旧法
第３０条第２項、第３１
条第２項、第３２条）

○

	 登録の更新（旧法
第１２条第１項、第２
項、第３０条、第３１条
、第３３条第１項）

○


 変更の届出の受理
（旧法第１３条、第３０
条、第３１条、第３３条
第１項）

○
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� 廃業等の届出の受
理（旧法第１５条第１
項、第３３条）

○

� 登録の抹消（旧法
第１６条、第３３条）

○

� 登録の取消し等（
旧法第１７条、第３１条
第２項、第３３条）

○

� 回収量等の報告に
係る処理（旧法第２２
条第２項、第３３条、
第３４条）

○

� 指導及び助言（旧
法第４２条第１項）

○

� 勧告（旧法第４３条
第１項、第２項、第
４項、第６４条第１項
）

○

� 措置命令（旧法第
４３条第６項、第６４条
第２項）

○

� 報告の徴収（旧法
第７０条）

○

	 立入検査（旧法第
７１条第１項）

○

別表第２廃棄物対策課の表中７の部を８の部とし、３の

部から６の部までを１ずつ繰り下げ、２の部の次に次のよ

うに加える。

３ 使用済
自動車の
再資源化
等に関す
る法律の
施行に関
する事務

１ 解体業及び破砕業の許
可の取消し及び事業の停
止命令（第６６条、第７２条
）

○

２ 情報管理センターから
の報告の受理（第８８条第
４項から第６項まで）

○

３ 県警察本部長の意見の
聴取（第１２５条第２項）

○

４ 関係行政機関等に対す
る照会又は協力の要請（
第１２７条）

○

５ 立入検査（第１３１条第
１項）

○

別表第２廃棄物対策課の表備考中「、２の部及び３の部

９の項」を「から３の部まで及び４の部９の項」に改める

。

附 則

この訓令は、平成１７年１月１日から施行する。ただし、第

１条中本則第６４号の次に４１号を加える改正規定（改正後の本

則第６４号の２６から第６４号の３５まで、第６４号の３８から第６４号の

４０まで及び第６４号の４２に係る部分に限る。）及び第２条中別

表第２廃棄物対策課の表の改正規定（改正後の同表３の部２

の項に係る部分は除く。）は、平成１６年７月１日から施行す

る。

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１６年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項


 件名

土地の売払い

� 売り払う土地の所在地、地目及び地積

物件番号 所在地 地目 地積

１ 松山市立花三丁目３５番９ 宅 地 １７２．０２�

２
温泉郡重信町大字見奈良字
柚壽之木１２３１番３、１２３１番
６

宅 地
公衆用
道 路

２６０．７５�
１１．００�

２ 入札に参加する者に必要な資格等


 入札に参加する者に必要な資格

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書の交付場所及び問

い合わせ先

愛媛県総務部管理局総務管理課財産係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２１５５

イ 入札心得書の交付方法

アに掲げる場所で交付する。

ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

物件番号 日時

１ 平成１６年８月９日（月）午前１０時

２ 平成１６年８月９日（月）午後２時

� 場所

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札


 入札及び開札の日時

物件番号 日時

１ 平成１６年８月２３日（月）午前１０時

２ 平成１６年８月２３日（月）午後２時

� 入札及び開札の場所

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁第二別館５階第３会議室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他


 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札

愛 媛 県 報平成１６年６月２９日 第１５７０号
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公安委員会告示 公安委員会訓令

保証金を納付しなければならない。ただし、指定金融

機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関が振出

し又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納

付に代えることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金

を納付しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び
入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した

入札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３

条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内

で最高価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者

とする。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から５年間、売り払う土地

を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風

俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業そ

の他これらに類する業の用に供してはならない。

イ アの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約

金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。

�愛媛県公安委員会告示第３号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定

に基づき、試験事務を指定試験機関に行わせることとした件

（昭和６０年３月愛媛県公安委員会告示第２号）の一部を次の

ように改正し、平成１６年７月１日から施行する。

平成１６年６月２９日

愛媛県公安委員会委員長 宮 本 一 成

第３項中「東京都港区虎ノ門２丁目５番２１号」を「東京都

江東区東陽四丁目１１番３８号」に改める。

第４項中「江口俊男」を「山本鎭彦」に改める。

�愛媛県公安委員会訓令第１号
愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令を次

のように定める。

平成１６年６月２９日

愛媛県公安委員会委員長 宮 本 一 成

愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令

愛媛県公安委員会事務専決規程（昭和３７年愛媛県公安委員

会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

別表１の表警察法（昭和２９年法律第１６２号）の項専決事項

の欄第１号�中「第１２条第１項」を「第１３条第１項」に改め
る。

別表２の１の�の表遊技機の認定及び型式の検定等に関す

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１６年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１６年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１６年６月１８日 特定非営利活動法人
鬼北福祉会 松 浦 岩 小 愛媛県北宇和郡広見町大字近永

１３１０番地５
この法人は、痴呆性高齢者や高齢者の自立
支援及びその家族の介護負担軽減を目的と
し、個性を大切にしたグループホーム等の
在宅介護事業を行い地域と社会の福祉の増
進を図り、広く公益に貢献することを目的
とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１６年６月１８日 特定非営利活動法人
同和問題を考える市民の会 村 上 育 造 愛媛県松山市西垣生町５２０番地

１４
この法人は、松山市民を対象に、同和問題
解決のための活動を行い、部落差別の解消
に資することを目的とする。

愛 媛 県 報平成１６年６月２９日 第１５７０号
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る規則（昭和６０年国家公安委員会規則第４号）の項を次のよ

うに改める。

風俗営業等の規制及

び業務の適正化等に

関する法律に基づく

許可申請書の添付書

類等に関する内閣府

令（昭和６０年総理府

令第１号）

１ 第１条第７号ハ�の規定による遊技機の点
検及び取扱いを適正に行うに足りる能力を有

する者の認定

遊技機の認定及び型

式の検定等に関する

規則（昭和６０年国家

公安委員会規則第４

号）

１ 第１条第１項の規定による認定申請書の受

理

２ 第１条第４項第１号イの規定による遊技機

の点検及び取扱いを適正に行うことができる

者の認定

３ 第１条第４項第２号イの規定による遊技機

の点検及び取扱いを適正に行うことができる

者の認定

４ 第１条の２の規定による認定申請に係る書

類に軽微な不備がある場合の補正の要求

５ 第２条第１項の規定による遊技機の認定試

験の実施

６ 第２条第２項の規定による遊技機の再試験

及び試験結果の報告に係る命令

７ 第２条第３項の規定による遊技機及びその

部品の提出要求

８ 第３条第１項の規定による遊技機の認定の

決定

９ 第３条第２項及び第３項の規定による遊技

機の認定結果の通知

１０ 第５条第２項の規定による認定を取り消す

理由の通知及び弁明の機会の付与

１１ 第５条第３項の規定による遊技機の認定取

消しの通知

１２ 第７条第１項の規定による遊技機の型式に

係る検定申請書の受理

１３ 第７条第２項第３号への規定による同一の

型式に属する遊技機を製造する能力を有する

ことにつき適正に判定することができる者の

認定

１４ 第７条第２項第４号への規定による同一の

型式に属する遊技機を輸入する者であること

につき適正に判定することができる者の認定

１５ 第７条の２第１項の規定による同一の型式

に属する遊技機を製造する能力を有する者で

あることの確認

１６ 第７条の２第２項の規定による確認申請書

の受理

１７ 第７条の２第３項の規定による確認証明書

の交付

１８ 第７条の２第４項の規定による変更届出書

の受理

１９ 第７条の２第５項の規定による廃止届出書

の受理

２０ 第７条の２第６項の規定による同一の型式

に属する遊技機を製造する能力を有する者で

あることの確認の取消し

２１ 第７条の２第７項の規定による製造業者に

係る確認の取消しの通知

２２ 第７条の３の規定による検定申請に係る書

類に軽微な不備がある場合の補正の要求

２３ 第８条第１項の規定による遊技機の型式に

係る試験の実施

２４ 第８条第２項の規定による遊技機の型式に

係る再試験の実施命令及び試験結果の報告命

令

２５ 第８条第３項の規定による遊技機の部品の

提出要求

２６ 第９条第１項及び第２項の規定による遊技

機の型式に係る検定の実施及び検定結果の通

知

２７ 第９条第１項の規定による検定申請のあつ

た遊技機の型式が技術上の規格に適合してい

る旨の公示

２８ 第１１条第２項第４号の規定による報告請求

２９ 第１１条第２項第５号の規定による立入検査

の実施

３０ 第１１条第３項の規定による検定を取り消す

理由の通知及び弁明の機会の付与

３１ 第１１条第４項の規定による遊技機の検定の

取消しの通知及び公示

附 則

この訓令は、平成１６年７月１日から施行する。

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１６年６月２９日

愛媛県公営企業管理者 和 氣 政 次

１ 入札に付する事項

� 件名

土地の売払い

� 売り払う土地の所在地、地目及び地積

四国中央市上柏町字柱尾１２８５番５

宅地

４３６．６８平方メートル

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書の交付場所及び問

い合わせ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２７９４

イ 入札心得書の交付方法

アに掲げる場所で交付する。

ウ 現地説明の日時及び場所

平成１６年７月１６日（金）午後２時

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

平成１６年７月２６日（月）午後２時

� 入札及び開札の場所

愛媛県四国中央市上柏町１２９０番地

銅山川発電所

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。
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雑 報

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札

保証金を納付しなければならない。ただし、指定金融

機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関が振出

し又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納

付に代えることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金

を納付しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び
入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した

入札書は無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管

理規程第９号）第１７６条において例によることとされる

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３条

の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で

最高価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者と

する。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から５年間、売り払う土地

を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風

俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業そ

の他これらに類する業の用に供してはならない。

イ アの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約

金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。

�愛媛県市町村職員共済組合公告
愛媛県市町村職員共済組合定款第５条の規定に基づき、平成１５年度決算の要旨を公告する。

平成１６年６月２９日

愛媛県市町村職員共済組合

理事長 桝 田 與 一

損益計算書の要旨 （単位：千円）

収

入

経 理 区 分 短期 長期 業務 保健 宿泊 貯金 貸付 物資 基礎年金支払

負担金 ３，８８８，１８６ １４，１６５，３４４ １９９，７４０ ２２９，０３１２６３，４４５

掛金 ３，９６４，１８５ ７，４２２，５４１ ２２８，９８７２７８，４７６

施設収入・商品売上 １２１，１１４ ５０３，０９５

基礎年金交付金 ２，０４４，５５０

利息及び配当金 ７２ １，７３４，８１３ ２５４ １０２ １２ １，１４１，２６１ ２８８ １５

組合員貸付金利息 ３８４，６５１

その他収入 ４７４，６７６ ３３７，１１４ ４８ ６，１８２ ４１，１７４ １７，９９６ ２０，１４５ ９７，４６５ １，０６０，６２２

他経理から繰入金 ５６，１５７ ３０，０００

前年度繰越支払準備金 ７５１，８１５ ３５８

前年度繰越長期給付積立金 ９４，８２６，２１５

計 ９，０７８，９３４ １２０，５３０，９３５ ２５６，１９９ ４６４，３０２ １９２，３００ １，１５９，２５７ ４０５，０８４ ６００，５６１ １，０６０，６２２５４１，９２６

給付 ４，６０３，２１６ １９，６０３，６７２ １，０６０，０６５

役職員給与 １６６，４２０ ３０，６７３ ７６，５３１ ３１，４６７ １８，９０２ ３，９７３

厚生費 １８４ ３５３，３８２ ９０ ３０ ２０ １０

旅費・事務費 １２，４７８ ７，６６２ ３，０２９ ３，８９８ ３，５７２ ６８７

支
商品仕入 １，６８７ ４９９，３１５

飲食材料費

委託費 １２，２０４ １７８

支払利息 ７９２，９８１ ３３１，９２３ １９，１４５

連合会払込金 １５２，３３４ １４２，９０５ １７，８１６

老人保健拠出金 ２，２２３，１０１

退職者給付拠出金 １，１００，３８６

介護納付金 ５４２，１１０

出
基礎年金拠出金負担金 ５，４５３，２６９

他経理へ繰入金 ２８，０３６ ２８，１２０ ３０，０００

その他支出 ３９１，９３９ ２６８，４６０ ５９，１９９ ２３，０２０ １２５，０７０ １６，５８８ ２９，３７６ ７３，８２３ ５５７５９９

次年度繰越支払準備金 ７４０，４９５
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次年度繰越長期給付積立金 ９５，０３４，５０９

計 ９，２３９，５０７ １２０，５３０，９３５ ２５０，４８５ ４４４，７３７ ２０６，５８５ ８４４，９６４ ４０１，６０９ ５９６，９５３ １，０６０，６２２５４２，７０９

差引当期利益金又は当期損失金（△） △１６０，５７３ ５，７１４ １９，５６５ △１４，２８５ ３１４，２９３ ３，４７５ ３，６０８ ０△７８３

貸借対照表の要旨

資

産

流動資産 ６６５，７６０ ２２，６８４，６７２ ３９１，９６４ ４１５，１８７ ７０，６１１ ２３，２７６，９５４ ４０，９１３ １，１８５，５４１

固定資産 ７２，３４９，８４８ １，３９６ １８４ ６４３，６９４ ３３，１８６，２６０ １６，７２２，８２６

繰延資産

資 産 合 計 ６６５，７６０ ９５，０３４，５２０ ３９３，３６０ ４１５，３７１ ７１４，３０５ ５６，４６３，２１４ １６，７６３，７３９ １，１８５，５４１

負

債

流動負債 ６６，８７８ １１ １，１７４ ９，７８２ ７，０２３ ５４，８７７，６０４ ２８，４７３ ９５，５３６

固定負債 ７４０，４９５ ２５８，６０４ ７７，７７８ １２８，７７４ ４９，２９８ １６，３５２，１１３ ９２６，１１０

負債合計 ８０７，３７３ １１ ２５９，７７８ ８７，５６０ １３５，７９７ ５４，９２６，９０２ １６，３８０，５８６ １，０２１，６４６

資

本

資本剰余金 ５０４ ５４５，６５４

長期給付積立金 ９５，０３４，５０９

利益剰余金又は欠損金（△） △１３９，６７２ １３３，０７８ ３２７，８１１ ３２，８５４ １，５３６，３１２ ３８３，１５３ １６３，８９５△１，９４１

資本合計 △１４１，６１３ ９５，０３４，５０９ １３３，５８２ ３２７，８１１ ５７８，５０８ １，５３６，３１２ ３８３，１５３ １６３，８９５

負 債・資 本 合 計 ６６５，７６０ ９５，０３４，５２０ ３９３，３６０ ４１５，３７１ ７１４，３０５ ５６，４６３，２１４ １６，７６３，７３９ １，１８５，５４１

（注）短期経理の上段は短期、下段は介護
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